
平成３０年第７回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 



平成３０年第７回教育委員会定例会議事日程 

                   平成３０年７月２５日（水）

                    午後１時 開 会

多賀城市役所５階 ５０１会議室

日程第１ 前回議事録の承認について 

日程第２ 議事録署名委員の指名について 

日程第３ 諸般の報告 

事務事業等の報告 

日程第４ 議 事 

議案第１１号  多賀城市文化財保護委員会の人事について

議案第１２号  指定管理者の候補者の選定方法について

議案第１３号  平成３１年度使用教科用図書の採択について

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 平成３０年第６回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の状

況は、次のとおりです。 

■教育総務課関係 

７月１３日、「平成３０年度東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・教育長

研修会」が山形県山形市で開催され、菊池委員、根來委員が出席いたしました。 

■学校教育課関係 

７月１９日、「平成３０年度第２回仙台地区教科用図書採択協議会」が名取市

で開催され、教育長が出席いたしました。同協議会での結果を踏まえて、本日の

定例会に議案を提出しております。 

７月２０日、市内の小・中学校では第１学期の終業式が行われ、７月２１日か

ら８月２５日まで、３６日間の夏休みに入っております。 

７月２１日から２５日まで、「宮城県中学校総合体育大会」が県内各地で開催

され、本市代表として市中総体を勝ち上がった多くの選手が出場し、熱戦を繰り

広げています。 

■生涯学習課関係 

６月２８日、「平成３０年度第１回多賀城市スポーツ推進審議会」が開催され、

平成２９年度事業報告及び平成３０年度事業計画案について承認されました。 

７月４日、「平成３０年度多賀城市青少年育成センター専任青少年補導員第２

回情報交換会」を開催しました。青少年の健全育成を目的とした巡回に当たって

の注意点や改善点などについて、情報の共有や意見交換を行いました。 

同日、東北学院大学と多賀城市の連携事業「平成３０年度春期地域住民のため

の大学公開講座」の閉講式が東北学院大学工学部で行われました。全８回の講座

には延べ３３６名が参加し、受講登録者５５名のうち４６名に修了証が授与され

ました。 
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７月８日、「ロビーステージ＆サークルフェア２０１８」が文化センターで開

催されました。ロビーステージには、歌やダンス、楽器演奏など１６団体が参加

しました。また、サークルフェアには、小物やアクセサリーといった雑貨品や手

作りお菓子など７７団体が出展し、３，９１１名の来場者がありました。 

７月１２日、「大代地区公民館指定管理者評価委員会」が開催され、平成２６

年度からの実績に基づき評価し、評価結果は合格となりました。 

７月１３日、「第３９回少年の主張仙台地区大会」が名取市で開催されました。

本市代表の多賀城中学校３年米倉希
まれ

胤
つぐ

さんは優良賞になりました。宮城県大会に

出場する優秀賞は、富谷市と大和町代表の生徒でした。 

７月１５日、「平成３０年度多賀城市民スポーツ大会ソフトボール大会」が中

央公園等で開催されました。１９チーム２７６名が参加し、優勝は八幡上二区、

準優勝は笠神西区、第３位は高橋南区と八幡上一区でした。 

前回定例会以降に実施した主な社会教育事業等は別表のとおりです。 

■文化財課関係 

６月２９日、「多賀城市文化遺産活用活性化実行委員会総会」が市役所で開催

され、教育長、副教育長、文化財課長等が出席しました。平成２９年度事業報告、

収支決算報告及び平成３０年度事業計画、収支予算などについて承認されました。 

７月２日、「平成３０年度全国史跡整備市町村協議会第１回役員会」が東京都

内で開催され、市長、文化財課長が出席しました。１０月に開催予定の総会に提

出する議案について承認されました。 

７月１１日、歴史的食文化体験学習の一環として、歴史学習及びそばの種まき

を多賀城政庁跡周辺等で実施し、城南小学校６年生１２６名が参加しました。 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（平成３０年７月１９日現在） 

開催日 内   容 参加者数 会場 

６月２７日～

７月１１日 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 

運営：体育施設指定管理者 

２８０名 ｼﾙﾊﾞｰ

他 
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６月２８日～

７月１２日 

地域スポーツ指導者派遣事業（運動指導、筋トレな

ど） 

団体：はるかぜ保育園、はつらつ健康隅田会、高橋

４区保健衛生推進員、向山いきいきサロン、

利府第三小学校５学年ＰＴＡ、スマイル桜木

ほか４団体 

運営：体育施設指定管理者 

６０１名 市内 

６月２８日 英会話に挑戦！Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｆｅ 

運営：市立図書館指定管理者 

８名 市図 

６月２８日、

２９日 

７月３日、 

４日、６日、

８日、１３日 

地域交流事業「集いの広場」 

（子どもたちの学習や異世代交流として公民館体育

室、視聴覚室を開放） 

１２５名 大公 

６月２９日、 

７月６日 

親子体操教室 

運営：体育施設指定管理者 

５０名 総体 

６月３０日、

７月７日、 

１４日 

「スポーツてらこや」前期※小学生対象 

（運動競技の体験ほか） 

運営：体育施設指定管理者 

７３名 総体 

６月３０日、 

７月１日 

しまじろうコンサート～たんけん！うみのワンダー

ランド～（一日３回公演） 

運営：文化センター指定管理者（共催事業） 

6,361 名 市会 

６月３０日、

７月７日、 

１４日 

青少年教育事業「子どもの英会話教室」 

講師：マーガレット（ナイジェリア出身） 

   サラ（イエメン出身） 

４０名 大公 

７月１日 青少年教育事業「キッズアンガーマネジメント講座」

講師：Ｅｄｕ
エ デ ュ

 Ｓｕｐｐｏｒｔ
サ ポ ー ト

 Ｏｆｆｉｃｅ
オ フ ィ ス

代表 川上 淳子氏 

１３名 中公 

７月２日、 

９日 

学校体育を克服！運動教室 

（跳び箱、鉄棒、マット運動など学校体育の基礎） 

運営：体育施設指定管理者 

２７名 総体 

７月４日 英語多読サロン 

運営：市立図書館指定管理者 

４名 市図 

７月６日 パラコードキーホルダーをつくろう 

講師：森のようちえん 虹の森 代表 清水 冬音氏

１９名 市図 

７月６日 Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ ＹＯＧＡ 

（朝の図書館でヨガを楽しむ） 

講師：ヨガインストラクター 工藤 葉子氏 

１２名 市図 
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７月７日 フラワーアレンジメント教室「キッチンハーブの寄

せ植え」※午前・午後、２回開催 

講師：多賀城フラワー 

１４名 市図 

７月７日 成人教育事業「大人のためのアンガーマネジメント

教室」 

講師：Ｅｄｕ
エ デ ュ

 Ｓｕｐｐｏｒｔ
サ ポ ー ト

 Ｏｆｆｉｃｅ
オ フ ィ ス

代表 川上 淳子氏 

２１名 中公 

７月７日、 

１４日 

遊びから学ぼう！元気隊 

（剣道体験、基礎運動、野球体験など） 

協力：多賀城市体育協会、多賀城市スポーツ少年団 

運営：体育施設指定管理者 

１１名 東小 

７月８日 大人の食育～薬味 しそ・みょうが～ 

講師：野菜のソムリエプロ 中川 牧子氏 

             塚本 譲氏 

１０名 市図 

７月１１日 高齢者教育事業「山王大学前期第３回講座 薬の正

しい飲み方について」 

講師：宮城県立循環器・呼吸器病センター 

薬剤部長 小坂 卓哉氏 

３２名 山公 

７月１３日 ベビーマッサージ 

～ママは赤ちゃんの笑顔が大好き～ 

講師：ＪＡＤＰ認定ベビーマッサージインストラク

ター 髙橋 歩美氏 

１４名 市図 

７月１４日 きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル 

～ソドー島のたからもの～（２回公演） 

運営：文化センター指定管理者（共催事業） 

1,831 名 市会 

７月１５日 本のソムリエに学ぶ「定時に帰る仕事術」 

講師：本のソムリエ 二本柳 保氏 

運営：市立図書館指定管理者 

４名 市図 

７月１６日 多賀城アートトーク 氏家昂大、田中望展「土のみ

ち 土のさち」より 

講師：塩竈市杉村惇美術館学芸員 

１２名 市図 

【凡例】 

中公：中央公民館 山公：山王地区公民館 大公：大代地区公民館 市会：市民会館 

市図：市立図書館 総体：総合体育館 テニス：市民テニスコート ﾌﾟｰﾙ：市民プール 

ｼﾙﾊﾞｰ：シルバーヘルスプラザ 

平成３０年７月２５日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 小畑 幸彦 
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議案第１１号

多賀城市文化財保護委員会の人事について

このことについて、下記のとおり任命する。

記

区分 発令年月日 氏  名 経 歴 等

任命 平成３０年８月１日 飯淵 康一 宮城学院女子大学特命教授

任命 平成３０年８月１日 大平 聡 宮城学院女子大学教授

任命 平成３０年８月１日 齊藤 軍記 市川区長

任命 平成３０年８月１日 鈴木 由利子 東北学院大学東北文化研究所客員

任命 平成３０年８月１日 白鳥 良一 元東北歴史博物館副館長

任命 平成３０年８月１日 加藤 文男 多賀城鹿踊保存会会長

任命 平成３０年８月１日 鈴木 朝二 元多賀城市立東豊中学校長

任命 平成３０年８月１日 藤沼 邦彦 元弘前大学教授

任命 平成３０年８月１日 Ｊ・Ｆ・モリス 宮城学院女子大学教授

任命 平成３０年８月１日 古川 一明 宮城県多賀城跡調査研究所長

平成３０年７月２５日提出

多賀城市教育委員会

教育長 小畑 幸彦
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ＮＯ 氏名 経歴等 分野 備考

1  飯淵　康一  宮城学院女子大学特命教授  建築史

2  大平　　聡  宮城学院女子大学教授  近現代史

3  齊藤　軍記  市川区長  地域代表

4  鈴木　由利子  東北学院大学東北文化研究所客員  民俗

5  白鳥　良一  元東北歴史博物館副館長  考古学

6  加藤　文男  多賀城鹿踊保存会会長  郷土芸能

7  鈴木　朝二  元多賀城市立東豊中学校長  歴史教育

8  藤沼　邦彦  元弘前大学教授  考古学

9  Ｊ・Ｆ・モリス  宮城学院女子大学教授  近世史

10  古川　一明  多賀城跡調査研究所長  調査研究

多賀城市文化財保護委員会委員名簿

～多賀城市文化財保護条例（抜粋）～
（文化財保護委員会）
第６条　教育委員会の諮問に応じ、市指定文化財の指定及び解除並びに文化財の保存活用に関する重要事項
　について調査審議するため、多賀城市文化財保護委員会（以下「委員会」という。）を置く。
　２　委員会は委員１０人以内をもつて組織する。
　３　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
　４　前２項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

～多賀城市文化財保護条例施行規則（抜粋）～
（文化財保護委員会）
第２条　多賀城市文化財保護委員会（以下「保護委員会」という。）の委員は、文化財に関し識見を有する
者のう
　ちから教育委員会が任命する。
第３条　保護委員会に会長１人及び副会長１人を置く。
　２　会長及び副会長は、それぞれ委員の互選による。
　３　会長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。
　４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第４条　会長は、保護委員会を招集し、その議長となる。
　２　保護委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
　３　保護委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第５条　保護委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。

任期　平成３０年８月１日～平成３２年７月３１日

議案第１１号関係資料
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議 案 第 １ ２ 号

   指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 方 法 に つ い て

 次 の 公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 候 補 者 は 、 多 賀 城 市 公 の

施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ６

年 多 賀 城 市 条 例 第 ９ 号 ）第 ２ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、非 公 募

に よ り 選 定 す る 。

  平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ５ 日 提 出

多 賀 城 市 教 育 委 員 会   

教 育 長  小 畑  幸 彦  

１  指 定 管 理 者 に 管 理 を 行 わ せ る 公 の 施 設 の 名 称

  多 賀 城 市 大 代 地 区 公 民 館

２  指 定 の 期 間

  平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 ３ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で
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議案第１２号関係資料 

指定管理者の候補者の選定方法について 

１ 指定管理者を非公募により選定する理由等 

(1) 法的根拠及び条件 

多賀城市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年多賀

城市条例第９号。以下「手続条例」という。）第２条の規定により、原則、公募に

よりその候補者の選定をすることとなるが、同条ただし書の規定により非公募で選

定することも可能である。

ただし、非公募により選定する場合にあっては、多賀城市教育委員会公の施設に

係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１６年多教委規則第７

号。以下「手続規則」という。）第２条に規定する合理的理由が必要となるもので

ある。

■参考 多賀城市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（抜粋） 

（指定管理者の公募） 

第２条 市長又は教育委員会は、（以下「市長等」という。）は、指定管理者に公の施設の

管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体（以下「団

体」という。）を公募するものとする。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、合理

的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。 

 以下 略 

■参考 多賀城市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

（抜粋）      

（公募によらない選定理由） 

第２条 条例第２条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。 

(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。 

 (2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。 

 (3) 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっ

ては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施

設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。 
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(2) 本件事例に係る具体的判断根拠 

市民活動団体であり、現在の指定管理者である多賀城市大代地区コミュニティ推

進協議会は、生涯学習社会の構築のもと、地域と一体となって事業の実施に努めて

いる。 

その意図は、①地域の中で学びの成果を生かす循環型社会教育・生涯学習の推進

②地域課題解決型の市民活動の促進③住民自治活動の活発化・活性化④生涯学習・

社会教育の拠点であると同時に地域コミュニティの拠点形成等にある。 

このことは、少子高齢化社会のますますの進展により地域力の低下が叫ばれてい

る今日、自治基盤形成を図る上で、本市が進めている市民協働によるまちづくりの

一翼を担うものである。 

また、同推進協議会は、大代地区住民を中心に近隣地域の住民を職員として採用

しており、地域雇用の観点からもこれを維持していく必要性がある。 

さらには、地域の児童生徒の安全安心な居場所づくりとして「集いの広場」、

「子ども広場」の開催など、社会環境の変化に即した取組や他の公民館との連携等

により、施設利用者数も経年で安定していること、利用者アンケートでは、高い満

足度を得ていることなど、こうした実績をもとに、指定管理者評価委員会における

評価結果も合格（良）であったことから、市民が中心となって活動する市民活動団

体として、今後も引き続いて管理を行うことによる相当程度の事業効果が期待でき

ると考える。

ついては、手続条例第２条ただし書及び手続規則第２条第２号及び第３号により、

次期指定管理者の候補者の選定は、公募によらないことが適当と判断するものであ

る。
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２ 多賀城市大代地区公民館指定管理に関する取組経過

年月日 事項 概要 

平成25年7月24日 教育委員会 多賀城市大代地区公民館地域コミュニ

ティ拠点化実施計画に基づき、平成26

年度当初から多賀城市大代地区コミュ

ニティ推進協議会を相手方として、同

公民館に指定管理者制度を導入し、社

会教育施設として実施することについ

て決定した。 

平成25年8月5日 行政経営会議 上記決定事項について庁内で意思決定

した。 

平成25年8月28日 教育委員会 平成26年4月1日から多賀城市大代地区

公民館の管理運営に指定管理者制度を

導入することに伴う多賀城市公民館条

例の一部改正について市議会に議案を

提案することを決定した。 

平成25年9月10日 市議会定例会 多賀城市大代地区公民館を指定管理者

に管理させることができる施設に位置

付けるため、多賀城市公民館条例の一

部を改正した。 

平成25年10月1日 指定管理者制度導入

に係る仕様概要等決

定 

多賀城市大代地区公民館の指定管理者

制度導入に係る業務仕様内容及び選定

手続き等について教育長決定をした。 

平成25年10月17日 指定管理者指定申請

書の受理 

指定管理者候補者から指定管理者指定

申請書を受理した。 

平成25年10月24日 選定委員会 指定管理者としてふさわしい経営力及

び管理運営能力の水準に達しているこ

とを確認した。 

平成25年10月29日 社会教育委員会議 選定委員会の結果を踏まえ、多賀城市

大代地区コミュニティ推進協議会を多

賀城市大代地区公民館の指定管理者と

して指定することについて協議した。 

平成25年10月30日 教育委員会 多賀城市大代地区コミュニティ推進協

議会を指定管理者として指定すること

について決定した。 

平成25年11月11日 行政経営会議 多賀城市大代地区コミュニティ推進協

議会を指定管理者として指定するこ

と、指定管理者を指定する議案を提案

することについて決定した。 

平成25年12月11日 市議会定例会 指定管理者指定、債務負担行為設定に

係る議案について承認された。 
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平成26年4月1日 

～平成31年3月31日 

第1期 

指定管理者指定 

第１期指定管理者 多賀城市大代地区

コミュニティ推進協議会による管理代

行 

平成30年7月12日 評価委員会 平成２６年度から平成２９年度までの

指定管理者による取組等を説明。指定

管理業務の実績内容について質疑の

後、審査・審議により合格ラインに達

している旨の評価等を得た。 

３ 現在の指定管理の概要   

 (1) 指定管理の対象となる施設 

   多賀城市大代地区公民館 

(2) 指定管理者が行う業務の範囲 

①施設及び設備の貸出に関する業務 

  ②施設及び設備の維持管理に関する業務 

  ③社会教育事業に関する業務 

  ④その他の業務 

(3) 指定管理期間

   平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの５年間 

 (4) 指定管理者の概要 

  ①名  称 多賀城市大代地区コミュニティ推進協議会 

②所  在 多賀城市大代五丁目１番４６号 

③設  立 平成元年５月３１日 

④設立目的 地域住民が自らの意思によって、課題を解決していこうとする機運を

つくり、自主的に事業を行うことによって、明るく住みよいふるさとを

築くことを目的とする。 

４ 多賀城市大代地区公民館指定管理者評価委員会の概要 

 (1) 評価委員会の開催日時等 

平成３０年７月１２日（木）午後２時から午後３時３０分 

多賀城市役所３階 第１委員会室 

 (2) 評価委員会委員 

区分 所属/氏名         

委員長 学識経験者  

東豊中学校長 相澤 祐太 

副委員長 関係行政機関の職員  

多賀城市総務部理事兼次長兼総務課長 長田 健 

委員 公民館施設利用者 

 斎藤 昌江 
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委員 有識者 

 荒若 健志 

委員 関係行政機関の職員    

多賀城市保健福祉部次長兼社会福祉課長 木村 修 

(3) 評価方法 

指定管理者への評価に係る採点方法は、評価委員会の中であらかじめ確認を行った。 

■採点方法 委員ごとに１７の審査項目を下記の０点から５点までの６段階により採

点 

■評価基準 指定管理者の評価は、委員会全体で満点となる４２５点（委員１人当た

り８５点）のうち２５５点（６割）を超えた場合を合格とし、その合格

においても、次のとおり３段階で評価 

(4) 審査結果 

   指定管理者事業概要等の説明と質疑応答の後、各委員による採点と審議を行った

結果、次の点数により合格の評価を得た。 

多賀城市大代地区公民館指定管理者 

多賀城市大代地区コミュニティ推進協議会 

総合得点（４２５点満点中） 評     価 

３５９点 合格(良) 

※採点表は、別添資料「多賀城市大代地区公民館指定管理者評価委員会審査基準

及び採点表(集計)」のとおり

(5) 評価委員会からの意見 

別添資料「多賀城市大代地区公民館指定管理者評価委員会委員意見一覧」のとお  

り 

点数 基     準 

５点 特に優秀である／極めて高い能力を有している 

４点 優秀である／高度な能力を有している 

３点 満足できる／充分な能力を有している 

２点 一部物足りなさを感じる／任せられないわけではない 

１点 満足できない部分が多い／任せることは不安 

０点 全く満足できない／任せることができない 

総合得点 評     価 

３６９点～４２５点 合格(優) 

３１１点～３６８点 合格(良) 

２５５点～３１０点 合格(可) 

０点～２５４点 不合格(不可) 
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５ 多賀城市大代地区公民館指定管理者指定に向けてのスケジュール(予定) 

時期 内容         

平成30年9月上旬 行政経営会議 

「指定管理者の候補者の選定方法について」 

平成30年9月上旬 次期指定管理運営の提案書作成に関する多賀城市大代地

区公民館指定管理運営業務仕様書を提示 

平成30年10月上旬 多賀城市大代地区公民館指定管理者選定委員会 

平成30年10月中旬 社会教育委員会議 

「多賀城市大代地区公民館指定管理者選定委員会の結果

に基づく協議」 

平成30年10月下旬 教育委員会定例会 

「多賀城市大代地区公民館指定管理者候補者の決定」 

平成30年11月上旬 行政経営会議 

「多賀城市大代地区公民館指定管理者候補者の決定」 

平成30年11月下旬 議員説明会 

「多賀城市大代地区公民館指定管理者の指定」を説明 

平成30年12月中旬 平成３０年第４回市議会定例会 

「多賀城市大代地区公民館指定管理者の指定」を提案 
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大項目 中項目 小項目

指定管理業務実施に
あたっての考え方

施設運営の基
本的な考え方

5 5 5 4 4 23

施設の維持管理

安全で快適な
施設の維持管
理のための方
針及び取組

5 5 5 4 3 22

4 5 4 3 3 19

4 5 4 4 3 20

4 4 4 4 3 19

広報活動 5 5 5 3 3 21

地域との連携 5 4 5 4 4 22

団体支援 5 4 4 3 4 20

日常の安全管
理

5 5 5 3 3 21

緊急時の対応 5 4 5 4 3 21

個人情報の保
護
環境への配慮
等

5 5 5 4 3 22

社会教育事業

施設の設置目
的を達成する
ための事業の
状況

4 5 5 4 4 22

人的な能力
人員配置
人材育成
労務管理

4 4 5 4 3 20

経営能力
経営努力
節減努力

5 5 5 4 3 22

コンプライアン
ス

5 5 5 3 4 22

モニタリング 5 5 5 3 4 22

意欲・創造力等 5 5 5 3 3 21

80 80 81 61 57 359

94% 94% 95% 72% 67% 84%

5

4

3 ３６９点～４２５点

2 ３１１点～３６８点

1 ２５５点～３１０点

0 ０点～２５４点

多賀城市大代地区公民館指定管理者評価委員会審査基準及び採点表（集計）

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計

・窓口サービスの向上に関する取組やクレーム等について迅速に対応できる
体制となっているか

合格（可）

不合格

総合得点

採点率

その他

安全管理
危機管理等

・事業案内や公民館の利用促進に資する広報活動があるか

・地域のコミュニティ醸成に向けた具体的な取組や働きかけはあるか
・地域住民、ボランティア団体等との連携・協力に関する取組の状況

・公民館利用団体、地域のボランティア団体、その他団体の支援育成策がある
か

・熱意、意欲、創造性はあるか

評価項目

評価の視点

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

・指定管理業務全般を通じた総合的な運営方針に基づいた運営がなされてい
るか
・運営方針が施設の設置目的に合致しているか

・維持管理の基本方針に基づき適切に運営されているか
・備品、設備の適切な延命化策が図られているか
・再委託業務の分野は適切に管理・運営されているか

利用者への対応

利用者サービ
スの取り組み

・貸出の利用促進、顧客満足度向上、窓口サービス向上に向けた具体的取組
策はあるか
・利用者が平等・公平に利用できる仕組みづくりがされているか

・利用者の意見等を運営に反映させる具体的な仕組みはあるか

Ａ

・通常の指定管理業務を行う際の事故防止等の取組の状況

・事故等の緊急事態が発生した場合の対応状況

・積極的な情報公開と適切な個人情報保護がなされているか
・情報セキュリティ対策は万全か
・環境に配慮した取組を行っているか

・事業の企画立案、実施、評価について、そのプロセスと組織体制は十分か
・利用者ニーズを把握し、事業への反映方策はあるか
・自主事業とのバランス等施設の有効活用提案はあるか

業
務
遂
行
能
力

・職務分担、職位階層、タスク管理の確立は適切であるか
・ワーキングプアを生まないか
・人事労務管理体制は十分か
・職員研修等能力向上支援策は十分か
・職員は意欲的か
・意欲を喚起する人材マネジメントがあるか

・コスト削減の工夫があるか
・事業収支計画の積算根拠は妥当か

・法令遵守体制はとれているか

・事業評価制度の実行、ＰＤＣＡマネジメント等の事業改善の体制があるか

●評価視点及び評価点数 ●指定管理者の評価方法

特に優秀である／極めて高い能力を有している
総合得点

評価視点 評価点数

・審査項目ごとに最高点と最低点を除いて集計。
・満点となる４２５点（委員一人当たり８５点×５人）のうち２５５点
（６割）以上の場合を「合格」とし、「合格」の場合であっても以下
のとおり３段階で評価します。

評価

合格（良）

優秀である／高度な能力を有している
評価

合格（優）

合格（良）

満足できる／充分な能力を有している

一部物足りなさを感じる／任せられないわけではない

満足できない部分が多い／任せることは不安

全く満足できない／任せることができない

1
7
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多賀城市大代地区公民館指定管理者評価委員会　委員意見一覧

内容

委員

Ａ

・今までの実績に増して、地域に根ざした役割
を大いに期待している。
・安全で快適な施設の維持管理と緊急事態発
生における状況や職員の対応等が万全と思わ
れるので、安心して参加利用ができる。
・今後も引続き、社会的課題を盛り込んで、高
齢化人生１００年時代に向けて、心身の健康と
長寿のための企画をお願いします。
・講座も多種に及び、講師の選択、内容ともに
充実していて、参加していて明るく笑い声の多
い雰囲気に満足している。
・職員の応対が、何時も変わらず親切で、資料
作りや印刷等気軽に聞いて手助けしてもらえ
る。

Ｃ

コメントなし

Ｄ

・子供の来館者増の取り組み
「集いの広場」「子ども広場」
・利用者意見の反映
施設設備の改修
・地域との連携
「防災キャンプ」、「音楽まつり」
・個人情報の保護

Ｅ

・大代地区コミュニティ推進協議会が、受託者
として運営していることから、地域の実情や
ニーズを的確に把握し、それを事業に反映す
ることが可能となる。又、地域の資源の活用が
期待できる。

・事業所として１ヶ所の運営であることから、職員
が固定となるため、マンネリ化が課題。
・社会環境の変化に対応した、公民館の役割機能
への対応⇒コミュニティ機能の強化。

「期待できる」

・継続して、防災キャンプ１泊については、今後と
も地域の各種団体を含み、益々重要イベントとし
て発展して欲しい。
・男性の集いの場づくり、お父さん出番ですよ！！
・孫、親、子の三世代合同の遊び、学び、交流の
場づくり

「課題」
「今後の宿題になると思われる」

意見

・現状に満足することなく、あくまでも成長し続
けるという姿勢で、今後も取り組んでいってほ
しい。その姿勢は、「利用者の増加につながる
ヒント」を掲げていることで分かる。（報告書　Ｐ
１、２）

・今後、現在の利用者がさらに高齢になっていくの
で、その対策が必要になると思う。
アンケートにもあったように、スリッパの利用や上
の階への移動の方法等があげられる。

Ｂ

コメントなし

コメントなし
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議 案 第 １ ３ 号

平 成 ３ １ 年 度 使 用 教 科 用 図 書 の 採 択 に つ い て  

こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と お り 決 定 す る 。  

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ５ 日 提 出

多 賀 城 市 教 育 委 員 会   

教 育 長  小 畑  幸 彦  
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